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国・県等の動向

外部意見
その他

建築物の耐震化については，国において平成27年の耐震化率を９０％以上とすることを目標とし，耐震改修
促進法の改正及び耐震化促進のための基本方針を定めた。これを受けて栃木県では，県内建築物の耐震化の促
進に努めており，国・県ともに補助制度化済みである。
アスベストに関しては，国においては自治体に対してアスベスト対策の強化を求めると共に，補助制度の合理
化を図っているが，県に補助制度が無いことから，措置要望を継続している。
太陽光発電に関しては，地球温暖化対策に寄与するものとして，国による補助制度や減税措置が設けられてい
る。

H15.9月議会にて，耐震に関する国の補助制度の活用及び，市独自の補助制度導入を求められた。
H17.9月議会にて，耐震に関する国の補助制度の活用及び，住宅の耐震化への取組みを求められた。
H20.9月議会にて，民間建築物における吹付けアスベスト除去などの支援策が必要であることを指摘された。
太陽光発電に関して，環境審議会での委員の意見として，地球温暖化対策の積極的な推進を求められている。
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３　今後の取組方針

⑧取組の
考え方

見直し事業

市民が，安全で環境にやさしい住宅で生活を送るためには，住宅の安全性・環境性を向上させる必要があることから各種補助事業を展開しているが，全体の補助利用率が約５割であることから，
補助制度の更なる周知や普及啓発を継続して行う必要がある。

耐震診断を実施後，構造耐力が低いにもかかわらず改修へ移行しないケースがみられるため，診断後のフォローアップを継続的に行うことにより，耐震改修などへの誘導を図る。

住宅用太陽光発電システム設置費補助金について，効果的・効率的な制度となるよう，申請方法や対象条件などの見直しを行う。

（住民・社会ニーズ）
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（単年度目標）

1,730

目標値 事業費 事業費

－ 17

住宅用太陽光発電システム設置費補助金
市民

民間建築物アスベスト除去等補助金
建築物の所有者 H21

担当課

建築指導課

環境政策課

3

再掲

― 3,720

― ―

担当課 ― 7
補助件数

№ 事　　　業　　　名

2

施　策　カ　ル　テ
１　施策の位置付け

２　施策の現状と達成状況，課題の抽出

４　施策を構成する事務事業一覧

住宅の安全性・環境性の向上

②施策目標

担当課 建築指導課

総合計画
　政策の柱

政策目標
（基本施策目標）

市民が良好な居住環境の中で，安全で環境にやさしい住宅で
快適に暮らしています。

　「快適な住環境を創出する」ため，幅広い居住ニーズに対応するための「快適な住宅の供給と取得支援の充
実」，安全で環境に優しい住宅の普及促進を図るための「住宅の安全性・環境性の向上」，良好な居住環境を形成
するための「居住環境の向上」に，重点的に取り組みます。

市民の快適な暮らしを支えるために
政策名

（基本施策
名）

快適な住環境を創出する
取組の

　基本方向

Ｈ２０

―---―

Ｈ２１

実績値 実績値

―---― 82.8

市民意識調査の施策満足度，施策重要度ともに中位を維持しており，住宅の安全性・
環境性の向上について，継続的に取り組む必要がある。●

不十分な事業
が複数ある

Ｈ１９：基準

81.6

80.3

―---―

―---―

減少している
説
明

増加している 横ばい

「宇都宮市地球温暖化対策地域推進計画」に掲げた目標達成のため，本市の地球温暖化対策に有効
な手段である太陽光発電システムの設置に対する補助制度を継続して実施していくこととするが，
制度内容については，申請方法や対象条件などの見直しを実施する。

・市民が，安全で環境にやさしい住宅で生活を送るため，市民の安全性の確保や，環境に
配慮した住まいづくりを進めるなど，各種支援策を実施していく必要があることから，耐
震診断，耐震改修については，継続して普及啓発に取り組んでいくこと。また，太陽光発
電システム設置費補助金については，効果的・効率的な制度とするため，申請方法等の見
直しを行うこと。

⑨政策評価
会議意見

施 策 目 標 を 達 成 す る た め の 取 組 方 針

相談窓口の常設，耐震出前講座の実施，耐震アドバイザーの派遣などを今後も継続して普及啓発に
取り組むとともに，診断後のフォローアップを継続的に実施する。

相談窓口の常設，耐震出前講座の実施，耐震アドバイザーの派遣などを今後も継続して普及啓発に
取り組む。

相談窓口の常設や関係団体との連携などにより，今後も継続して普及啓発に取り組む。

⑦
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状
分
析
と
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（

③
～

⑥
を
踏
ま
え
た
分
析
）

施策指標である住宅の耐震化率が1.2ポイント上昇し，概ね目標を達成している。

説
明

不十分である
説
明

補助制度により，普及啓発が図れるとともに，費用負担が軽減され，安全で環境にや
さしい住宅の普及促進が期待できる。

補助制度があることにより，普及啓発が図られているが，補助事業の利用件数が一部
不十分である。

やや不十分で
ある

十分である ●

Ｈ２１Ｈ２０

目標値

担当課 19 10

22

活　動　指　標　等

(千円) (千円)

1
木造住宅耐震診断補助金

住宅の所有者 H18
建築指導課

3

補助件数 A946

B
5

7
1,793 4,200補助件数

建築指導課
住宅の所有者 H19

担当課

木造住宅耐震改修補助金

8,866施　策　事　業　費　合　計 3,523

補助件数H15
280 300

232 970

成
果
が
見
ら
れ
る
点

改
善
の
必
要
な
点

補助制度があることにより，普及啓発が図られ，住宅の安全性・環境
性の向上につながっている。特に耐震改修補助金については，補助利
用件数が前年度より増加しているなど，普及啓発に一定の効果がみら
れる。

耐震診断を実施後，改修へ移行しない場合が見られるため，耐震改修
などへ誘導していくことが必要である。また，耐震診断およびアスベ
スト除去等補助金については，補助利用率が約４割強であることか
ら，これを向上させるために更なる補助制度の周知徹底や普及啓発が
必要である。

―---―指標④
（特記事項）

③施策を
取巻く環境

④
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策
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①施策名

指標③

市民が，安全で環境にやさしい住宅で生活を送っています。

施　策　指　標（単位）

指標①
（総合計画
に基づく指

標）

指標②

住宅の耐震化率（％）

4
建築士による住宅相談事業

市民 H14
担当課 住宅課

相談件数
36 36

―
23 16

― B 継続 良質な住宅を確保するため有効な施策であることから，継続して実施する。
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